
議

案

第

三

十

五

号

杉

並

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

七

年

六

月

六

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

立

公

園

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

立

公

園

条

例

（

昭

和

五

十

一

年

杉

並

区

条

例

第

二

十

七

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

二

十

一

条

の

次

に

次

の

五

条

を

加

え

る

。

（

物

件

を

保

管

し

た

場

合

の

公

示

事

項

）

第

二

十

一

条

の

二

法

第

二

十

七

条

第

五

項

の

条

例

で

定

め

る

事

項

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

一

保

管

し

た

物

件

の

名

称

又

は

種

類

、

形

状

及

び

数

量

二

保

管

し

た

物

件

の

放

置

さ

れ

て

い

た

場

所

及

び

当

該

物

件

を

除

却

し

た

日

時

三

当

該

物

件

の

保

管

を

始

め

た

日

時

及

び

保

管

の

場

所

四

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

保

管

し

た

物

件

を

返

還

す

る

た

め

必

要

と

認

め

ら

れ

る

事

項

（

物

件

を

保

管

し

た

場

合

の

公

示

の

方

法

）

第

二

十

一

条

の

三

法

第

二

十

七

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

公

示

は

、

次

に

掲

げ

る

方

法

に

よ

り

行

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

一

前

条

各

号

に

掲

げ

る

事

項

を

、

保

管

を

始

め

た

日

か

ら

起

算

し

て

十

四

日

間

、

規

則

で

定

め

る

場



所

に

掲

示

す

る

こ

と

。

二

前

号

の

規

定

に

よ

る

掲

示

に

係

る

物

件

の

う

ち

特

に

貴

重

と

認

め

ら

れ

る

も

の

に

つ

い

て

は

、

同

号

に

規

定

す

る

掲

示

の

期

間

が

満

了

し

て

も

、

な

お

当

該

物

件

の

所

有

者

、

占

有

者

そ

の

他

当

該

物

件

に

つ

い

て

権

原

を

有

す

る

者

（

第

二

十

一

条

の

六

に

お

い

て

「

所

有

者

等

」

と

い

う

。

）

の

氏

名

及

び

住

所

を

知

る

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

、

そ

の

掲

示

の

要

旨

を

新

聞

紙

又

は

杉

並

区

広

報

紙

に

掲

載

す

る

こ

と

。

２

区

長

は

、

前

項

に

規

定

す

る

方

法

に

よ

る

公

示

を

行

う

と

と

も

に

、

規

則

で

定

め

る

保

管

物

件

一

覧

簿

を

規

則

で

定

め

る

場

所

に

備

え

付

け

、

か

つ

、

こ

れ

を

い

つ

で

も

関

係

者

に

自

由

に

閲

覧

さ

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

（

物

件

の

価

額

の

評

価

の

方

法

）

第

二

十

一

条

の

四

法

第

二

十

七

条

第

六

項

の

規

定

に

よ

る

物

件

の

価

額

の

評

価

は

、

取

引

の

実

例

価

格

、

当

該

物

件

の

使

用

年

数

、

損

耗

の

程

度

そ

の

他

当

該

物

件

の

価

額

の

評

価

に

関

す

る

事

情

を

勘

案

し

て

す

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

区

長

は

、

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

物

件

の

価

額

の

評

価

に

関

し

専

門

的

知

識

を

有

す

る

者

の

意

見

を

聴

く

こ

と

が

で

き

る

。

（

保

管

し

た

物

件

を

売

却

す

る

場

合

の

手

続

）

第

二

十

一

条

の

五

法

第

二

十

七

条

第

六

項

の

規

定

に

よ

る

保

管

し

た

物

件

の

売

却

は

、

地

方

自

治

法

（

昭

和

二

十

二

年

法

律

第

六

十

七

号

）

に

定

め

る

契

約

の

手

続

に

よ

り

行

う

も

の

と

す

る

。

（

物

件

を

返

還

す

る

場

合

の

手

続

）

第

二

十

一

条

の

六

区

長

は

、

保

管

し

た

物

件

（

法

第

二

十

七

条

第

六

項

の

規

定

に

よ

り

売

却

し

た

代

金



を

含

む

。

）

を

当

該

物

件

の

所

有

者

等

に

返

還

す

る

と

き

は

、

返

還

を

受

け

る

者

に

そ

の

氏

名

及

び

住

所

を

証

す

る

に

足

り

る

書

類

を

提

示

さ

せ

る

等

の

方

法

に

よ

つ

て

そ

の

者

が

当

該

物

件

の

返

還

を

受

け

る

べ

き

所

有

者

等

で

あ

る

こ

と

を

証

明

さ

せ

、

か

つ

、

規

則

で

定

め

る

受

領

書

と

引

換

え

に

返

還

す

る

も

の

と

す

る

。

附

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

提

案

理

由

）

都

市

公

園

法

の

一

部

が

改

正

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

除

却

し

た

物

件

の

公

示

及

び

売

却

等

に

関

し

必

要

な

事

項

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

。
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